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議案第 ６８号

川口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

川口市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただ

し書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円

を、第２号に該当する扶養親族については」を削り、「３８３円を、第３号から第

６号」を「４３３円を、第２号から第５号」に改め、同項中第１号を削り、第２号

を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。

「
円 円 円

１２，９００ １３，７００ １４，５００

別表中
１１，３００ １２，１００ １２，９００

を

９，７００ １０，５００ １１，３００
」

「
円 円 円

１３，３４０ １４，１７０ １５，０００

に改める。１１，６７０ １２，５００ １３，３４０

１０，０００ １０，８４０ １１，６７０
」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた川口市消防団員等公務災害補償条例

第６条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第５条第３号に規定する傷

病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する

遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支

給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給す
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べき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例

による。

令和８年３月１２日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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議案第 ６９号

専決処分の承認について

市有地の占有に係る土地売払協議申立事件に係る調停案の受入れについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和８年３月１２日提出

川口市長 岡 村 ゆ り 子

専 決 処 分 書

市有地の占有に係る土地売払協議申立事件に係る調停案の受入れについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決

処分する。

令和８年２月９日

川口市長 岡 村 ゆ り 子
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民事調停について

市有地の占有に係る土地売払協議申立事件について、次の調停条項によって調停

を成立させるものとする。

１ 申立人

川口市

２ 相手方

(1) 川口市在住 Ａ氏

(2) 東京都文京区在住 Ｂ氏

３ 調停条項

(1) 申立人は、本日、相手方Ａに対し、別紙物件目録記載の土地（以下「本件土

地」という。）を別紙土地売買契約書（以下「本件契約書」という。）の条件

にて、代金１６８万４４９９円で売り渡し、相手方Ａはこれを買い受ける。

(2) 申立人と相手方Ａは、本件契約書第４条に関し、「本契約と同日に」とある

のを「２０２６年３月１３日までに」と変更することに合意する。

(3) 相手方Ａは、申立人に対し、本件土地の所有権移転登記嘱託手続を委託し、

申立人はこれを受託して、本件土地の所有権移転の登記を嘱託する。

(4) 相手方Ａは、申立人に対し、２０２６年３月１３日までに前項の移転登記の

ための登録免許税２万８００円については領収証書を、本件契約書に貼付する

収入印紙代１０００円については同額の収入印紙を、それぞれ申立人へ交付す

る方法により負担する。

(5) 相手方Ａは、申立人に対し、前項の期日までに本件契約書及び３項の嘱託登

記のために必要な書類を交付する。

(6) 申立人及び相手方らは、申立人と相手方らとの間には、本件土地の売買に関

し、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認

する。

(7) 調停費用は各自の負担とする。
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別 紙 

物 件 目 録 

 所 在  川口市上青木３丁目 

 地 番  １番６７ 

地 目  宅地 

 地 積  ８．５９平方メートル 
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別 紙

土 地 売 買 契 約 書

土地売渡人 川口市（以下「甲」という。）と土地買受人      （以下「乙」と

いう。）とは、土地売買につき、次のとおり契約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

（売買物件）

第２条 甲が乙に売却する物件（以下「売買物件」という。）は、甲が所有する末尾記載

の土地とする。

（売買代金）

第３条 本契約上の土地の売買代金（以下「土地代金」という。）は、末尾記載の土地の

価格欄記載のものとする。

（売買代金の納付）

第４条 乙は、本契約と同日に、前条の土地代金を甲の発行する納入通知書により川口市

指定金融機関に納付しなければならない。

（登記嘱託）

第５条 売買物件の所有権移転登記は、前条の土地代金支払完結後、甲が嘱託により行う

ものとする。ただし、登録免許税その他所有権移転登記に要する費用は、一切乙の負担

とする。

（所有権の移転及び引渡し）

第６条 第４条の規定により乙が土地代金を納付した時に、売買物件の所有権は乙に移転

し、甲は乙に当該物件を現状で引き渡したものとする。

（契約不適合責任）

第７条 乙は、本契約締結後、売買物件の数量の不足があること並びに売買物件が契約の

内容に適合しない状態がある場合でも、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契

約の解除をすることができない。

２ 乙は、この契約の締結後、売買物件に工作物・地中埋設物等が残置されていることを

確認した場合でも、撤去及び処分に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。

３ 乙は、隣地境界についての異議、その他求償の申し出をすることができない。

（契約の費用）

第８条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。

（裁判管轄）

第９条 本契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する地方裁判所に行うものと

する。

（疑義等の決定）

第１０条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約の定めのない事項については、甲乙

協議して定めるものとする。
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本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して

各自その１通を保有する。

令和  年  月  日

売渡人（甲）   川口市青木２丁目１番１号

川 口 市

川口市長 

買受人（乙）

土地の表示

所 在 地 番 地目 登記記録面積（㎡） 実測面積（㎡）

川口市上青木三丁目１番６７ 宅地 ８．５９㎡ ８．５９㎡

土地の価格

１㎡あたり価格 土 地 代 金

金１９６，１００円 金１，６８４，４９９円
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